
規 則

�愛媛県規則第２号
愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２～５ 省略

６ 条例別表６の表３２の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 省略

� 前号に掲げる実技試験以外の実技試験（次号に該当するもの

を除く。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱
や

処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレ

ス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム

陽極酸化処理、溶射、金属ばね製造、ロープ加工、仕上げ、

金属研磨仕上げ、切削工具研削、製材のこ目立て、ダイカス

ト、機械保全、電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組

立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調

整、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、時計修理、光学機

器製造、複写機組立て、内燃機関組立て、空気圧装置組立

て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械

整備、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、紳士

服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、木工機械整

備、機械木工、木型製作、家具製作、建具製作、竹工芸、紙

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２～５ 省略

６ 条例別表６の表３２の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 省略

� 前号に掲げる実技試験以外の実技試験（次号に該当するもの

を除く。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱
や

処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレ

ス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム

陽極酸化処理、溶射、金属ばね製造、ロープ加工、仕上げ、

金属研磨仕上げ、切削工具研削、製材のこ目立て、ダイカス

ト、機械保全、電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組

立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調

整、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、時計修理、光学機

器製造、複写機組立て、内燃機関組立て、空気圧装置組立

て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械

整備、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、紳士

服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、木工機械整

備、機械木工、木型製作、家具製作、建具製作、竹工芸、紙

� 目 次 �
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�愛媛県告示第１７５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１７６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

器・段ボール箱製造、製版、印刷、製本、プラスチック成

形、強化プラスチック成形、ガラス製品製造、陶磁器製造

、石材施工、パン製造、菓子
めん

製造、製麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製

品製造、みそ製造、酒造、建築大工、枠組壁建築、かわらぶ

き、とび、左官、れんが積み、築炉、ブロック建築、エーエ

ルシーパネル施工、コンクリート積みブロック施工、タイル
ちゅう

張り、畳製作、配管、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施

工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施

工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、

サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、

ウエルポイント施工、化学分析、金属材料試験 、

貴金属装身具製作、印章彫刻、表装、塗装、路面標示施工、

塗料調色、広告美術仕上げ、義肢・装具製作、舞台機構調

整、工業包装、写真、産業洗浄、商品装飾展示又はフラワー

装飾の実技試験 １６，５００円

イ・ウ 省略

� 省略

器・段ボール箱製造、製版、印刷、製本、プラスチック成

形、強化プラスチック成形、ガラス製品製造、陶磁器製造、

ファインセラミックス製品製造、石材施工、パン製造、菓子
めん

製造、製麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製

品製造、みそ製造、酒造、建築大工、枠組壁建築、かわらぶ

き、とび、左官、れんが積み、築炉、ブロック建築、エーエ

ルシーパネル施工、コンクリート積みブロック施工、タイル
ちゅう

張り、畳製作、配管、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施

工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施

工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、

サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、

ウエルポイント施工、化学分析、金属材料試験、漆器製造、

貴金属装身具製作、印章彫刻、表装、塗装、路面標示施工、

塗料調色、広告美術仕上げ、義肢・装具製作、舞台機構調

整、工業包装、写真、産業洗浄、商品装飾展示又はフラワー

装飾の実技試験 １６，５００円

イ・ウ 省略

� 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

広 小 路 薬 局 金 谷 章 彦 宇和島市堀端町１－１８ 平成２２年
１２月３１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

あんどう整形外
科

医療法人あんど
う整形外科

四国中央市土居町小林１２
０６番地

平成２３年
１月１日

ハート調剤薬局 株式会社メディ
シス 西条市大町７５５番１１ 平成２３年

１月１日

ひらやま内科・
呼吸器内科クリ
ニック

医療法人ひらや
ま内科・呼吸器
内科クリニック

八幡浜市１０２６番地 平成２３年
１月４日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

森 岡 明 西宇和郡伊方町高茂２１０番地
１７１ 旭町内科クリニック 八幡浜市沖新田１５１０－７３ 平成２３年１月１日

中 西 正 一 新居浜市中須賀町二丁目２－
２８ 中西歯科矯正歯科 新居浜市中須賀町二丁目２－

２８ 平成２３年１月１４日

清水ももこ歯科
医院 清 水 ももこ 南宇和郡愛南町御荘平城

３０２１
平成２３年
１月９日

コスモス薬局東
店

有限会社ネオフ
ァルマー

四国中央市金生町山田井
１２２４番２

平成２３年
２月１日

愛 媛 県 報平成２３年２月１８日 第２２４３号

９９
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平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

森 岡 明 西宇和郡伊方町高茂２１０番地
１７１ 旭町内科クリニック 八幡浜市沖新田１５１０－７３ 平成２３年１月１日

生活協同組合コープえひめ 松山市朝生田町三丁目１番１２
号

コープえひめ訪問介護事業所
西条 西条市神拝甲４５４－２ 平成２２年１２月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３

（変更後）
上島町社協岩城通所介護事業
所

越智郡上島町岩城２２３９番地 平成２０年４月１日
（変更前）
岩城通所介護事業所

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３

（変更後）
上島町社協生名通所介護事業
所 越智郡上島町生名２１３３番地の

３ 平成２０年４月１日
（変更前）
生名通所介護事業所

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ユーミーケア 松山市宮西一丁目２番１号 ユーミーケア八幡浜

（変更後）
八幡浜市江戸岡１２５２－１２山泰
ビル２階

平成２２年１０月２５日
（変更前）
八幡浜市大平１－７８２－２０

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３

（変更後）
上島町社協訪問介護事業所

（変更後）
越智郡上島町生名２１３３番地３

平成２０年４月１日
（変更前）
岩城訪問介護事業所

（変更前）
越智郡上島町岩城２２３９番地

愛 媛 県 報平成２３年２月１８日 第２２４３号

１００
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�愛媛県告示第１８２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ユーミーケア 松山市宮西一丁目２番１号 ユーミーケア南予

（変更後）
八幡浜市江戸岡１２５２－１２山泰
ビル２階

平成２２年１０月２５日
（変更前）
八幡浜市大平１－７８２－２０

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地

（変更後）
ケアプランセンターあったか

（変更後）
伊予郡砥部町高尾田１１７１－３

平成２２年１０月１日
（変更前）
指定居宅介護支援事業所民家
三角の家

（変更前）
伊予郡砥部町三角４５番地２

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３

（変更後）
上島町社協居宅介護支援事業
所

（変更後）
越智郡上島町生名２１３３番地３

平成２０年４月１日
（変更前）
岩城居宅介護支援事業所

（変更前）
越智郡上島町岩城２２３９番地

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３

（変更後）
上島町社協岩城通所介護事業
所

越智郡上島町岩城２２３９番地 平成２０年４月１日
（変更前）
岩城通所介護事業所

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３

（変更後）
上島町社協生名通所介護事業
所 越智郡上島町生名２１３３番地の

３ 平成２０年４月１日
（変更前）
生名通所介護事業所

愛 媛 県 報平成２３年２月１８日 第２２４３号

１０１
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�愛媛県告示第１８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ユーミーケア 松山市宮西一丁目２番１号 ユーミーケア八幡浜

（変更後）
八幡浜市江戸岡１２５２－１２山泰
ビル２階

平成２２年１０月２５日
（変更前）
八幡浜市大平１－７８２－２０

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３

（変更後）
上島町社協訪問介護事業所

（変更後）
越智郡上島町生名２１３３番地３

平成２０年４月１日
（変更前）
岩城訪問介護事業所

（変更前）
越智郡上島町岩城２２３９番地

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３ 弓削訪問介護事業所 越智郡上島町弓削上弓削２１８

番地の２ 平成２０年３月３１日

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３ 生名訪問介護事業所 越智郡上島町生名２１３３番地の

３ 平成２０年３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３ 弓削居宅介護支援事業所 越智郡上島町弓削上弓削２１８

番地の２ 平成２０年３月３１日

愛 媛 県 報平成２３年２月１８日 第２２４３号
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�愛媛県告示第１９２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西条市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２３年２月１８日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

西条市

西条市明屋敷１６４番地

代表者 西条市長 伊藤 宏太郎

西条市大町２４４番地の４

２ 埋立区域

� 位置

西条市ひうち字東ひうち１５番１から同市ひうち字東ひうち１９

番１を経て同市ひうち字東ひうち２８番に至る間の地先公有水面

� 区域

次の１点と２点を直線で結んだ線、３点と４点を直線で結ん

だ線及び１点と４点、２点と３点を結ぶ平成２０年の秋分の満潮

位（Ｄ．Ｌ．＋３．２１メートル）の陸と公有水面との接する線に

より囲まれた区域

基点（西条市ひうち字東ひうち１８番地の国土地理院「東ひう

ち」四等三角点）は、北緯３３度５６分５２秒４１９８、東経１３３度１２分

５３秒１３５２の地点

１点は、基点から真北２６５度１１分５０秒８３４．５１メートルの地点

２点は、１点から真北８０度３３分４８秒６．６１メートルの地点

３点は、基点から真北１６６度３２分４１秒４８９．４０メートルの地点

４点は、３点から真北１５６度１３分２３秒４．１１メートルの地点

� 面積

８，９９７．１８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２２年８月１７日 愛媛県指令２２港第２０－１号

４ しゅん功認可年月日

平成２３年２月１８日

�������
�愛媛県告示第１９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、今治市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２３年２月１８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第１９０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３ 弓削訪問介護事業所 越智郡上島町弓削上弓削２１８

番地の２ 平成２０年３月３１日

社会福祉法人上島町社会福祉
協議会 越智郡上島町生名２１３３番地３ 生名訪問介護事業所 越智郡上島町生名２１３３番地の

３ 平成２０年３月３１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 公立学校共済組合四
国中央病院 洲 脇 謹一郎 四国中央市川之江町２２３３番地 平成

２３年２月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

コスモス薬局東店 四国中央市金生町山田井１２２４番２ 有限会社ネオファルマー 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２３年
２月１日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（農
道） 孫兵衛作地区 平成２２年１１月２９日

愛 媛 県 報平成２３年２月１８日 第２２４３号
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�愛媛県告示第１９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大下白潟線

今治市関前岡村乙６６番地先 旧 ７．８～９．３ ０．０４８

今治市関前岡村乙６６番 新 ７．８～１９．９ ０．０４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大下白潟線 今治市関前岡村乙６６番 平成２３年２月１８日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１８）第１４７６４号 平成１８年
７月１７日 �菊池商産 菊池きよ子 松山市本町３－３－３ 平成２３年

１月５日
建築工事業、大工工事業
電気工事業、管工事業 建設業の廃止

（般－２０）第１４０７１号 平成２０年
８月４日 日建電設工業� 菊池きよ子 松山市本町３－３－３ 平成２３年

１月５日 電気工事業、管工事業 建設業の廃止

（般－２１）第１３０００号 平成２２年
３月１３日 �みのり商事 寺川 勲雄 松山市東石井４－１６－３６ 平成２３年

１月６日 建築工事業、大工工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１２００８号 平成２２年
８月１２日 �佐藤プラントシステム 佐藤 知 松山市姫原１－８－４０ 平成２３年

１月６日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、管工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１３４５０号 平成１８年
７月９日 �綜合広告ウイング 石田 修三 伊予郡砥部町八倉７６－１ 平成２３年

１月１２日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－２０）第１６４１８号 平成２１年
１月８日 �将建設 御手洗将貴 松山市青葉台１０－１ 平成２３年

１月１８日

土木工事業、石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１１１５６号 平成１８年
１２月１日 �大江工務 江戸 正二 伊予市米湊字大角蔵１５２６

－６
平成２３年
１月１９日 土木工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１９）第１３７２０号 平成１９年
５月３０日 �佐々木建設 佐々木正勝 東温市横河原１３１８ 平成２３年

１月２０日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２１）第１６５６２号 平成２１年
９月２４日 �グランドアート 久保 敬 松山市森松町１４８－１ 平成２３年

１月２５日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２３年２月１８日 第２２４３号
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�愛媛県告示第１９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

（般－１８）第１３５４７号 平成１８年
１０月１５日 �都築工業 都築 宗良 伊予郡松前町大字上高柳

２７１－１
平成２３年
１月２６日

土木工事業、石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線
上浮穴郡久万高原町直瀬甲２７７２番１地先から

同町直瀬甲３２４７番２まで

旧 ３．７～１１．７ ０．４７２

新

８．６～３５．０ ０．５７２

３．７～１１．７ ０．４７２

〃 美川川内線

上浮穴郡久万高原町直瀬甲３２８０番１０地先から

同町直瀬甲３６７１番３地先まで
旧 ４．０～１１．７ ０．４１５

上浮穴郡久万高原町直瀬甲３２８０番１０から

同町直瀬甲３３９７番２まで
新

１０．０～３５．０ ０．４９７

４．０～１１．７ ０．４１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
上浮穴郡久万高原町直瀬甲２７７２番１地先から

同町直瀬甲３２４７番２まで
平成２３年２月１８日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１８）第４２４号 平成１８年
１２月１２日 �松本組 松本 直幸 宇和島市遊子２４１０ 平成２３年

１月１１日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般・特－１８）第１４８８号 平成１８年
７月２８日 �新栄土建 中野 守 宇和島市明倫町３－３－

３
平成２３年
１月１１日

土木工事業、建築工事業
とび・土工工事業
管工事業、水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２０）第１６４４７号 平成２１年
３月９日 入江組 入江 剛 宇和島市高串２－１１９９ 平成２３年

１月２０日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－２２）第１５８６３号 平成２２年
１２月９日 徳江電気工業所 徳江 亮 西宇和郡伊方町仁田之浜

８７
平成２３年
１月２５日 電気工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２３年２月１８日 第２２４３号

１０５



公 告

�愛媛県告示第２００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年２月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
宇和島市津島町増穂丙８７８番１地先から

同町増穂丙８９１番１地先まで

旧 １６．８～１９．２ ０．０４０

新 １２．６～１９．２ ０．０４０

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年２月１日 特定非営利活動法人
ぶうしすてむ 川 崎 壽 洋 松山市御幸２丁目１－１６ 本法人は、障害を持つ人々が、精神的・社会的

に自立して、社会参加・就労できるようになる
ために、コンピュータやその周辺領域の知識や
技術を利用した仕事の開拓・研修・実習・実務
に関する事業を行うとともに、他の障害者支援
団体との交流事業を行うことで障害者の社会へ
の完全参加と自立に役立つことを目的とする。

平成２３年２月１８日 発行

愛 媛 県 報平成２３年２月１８日 第２２４３号

１０６


